


２ 改正の内容

上記１の見直しを含む改正政令の施行に伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」及び

「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」について所要の改正を行うものである。

（１）被保険者本人が75歳に到達した場合

被保険者本人が月の初日以外の日に75歳に到達したことに伴い後期高齢者医療制度に移行する

場合には、記載の変更はないこと。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第２号に該

当する者（65歳から75歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者）が

75歳に到達した月に療養を受けた場合（自己負担限度額が２分の１とならない場合）であって、

「負担金額」若しくは「一部負担金額」の欄に金額を記載する場合又は「特記事項」欄に「長」

と記載する場合には、「摘要」欄に障害と記載すること。

（２）自己負担限度額特例対象被扶養者等の場合

「特記事項」欄に新設した「高半」を記載すること。



別 紙 １

「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年８月７日保険発第82号)の一部改正

について

１ 別紙１のⅡの第３の２の（13）の表の「02」中「健康保険法施行令第42条第６項第１号」を「健

康保険法施行令第42条第８項第１号」に、同表「15」中「平成22年７月」を「平成20年12月」に、

「平成22年８月」を「平成20年12月」に、同表「16」中「健康保険法施行令第42条第６項第２号」

を「健康保険法施行令第42条第８項第２号」に改め、同表「20」の次に次を加える。

略 号 内 容コ ー ド

２１ 高半 月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより

被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は月の初日以外の日

に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険組合の

組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者（いずれも

市町村国保に加入することになる。）であって、当該後期高齢者医療の被保険者が

75歳に到達した月に療養を受けた者（以下「自己負担限度額特例対象被扶養者等」

という。）の場合

２ 別紙１のⅡの第３の２の(38)の「ウ」中「健康保険法施行令第42条第６項第１号」を「健康保険

法施行令第42条第８項第１号」に改め、「ソ」の次に次のように加える。

タ 自己負担限度額特例対象被扶養者等の場合には、「特記事項」欄に「高半」と記載する

こと。

３ 別紙１のⅡの第３の２の(39)の「オ」を「カ」とし、「エ」の次に次のように加える。

オ 高齢者医療確保法第50条第２号に該当する者（65歳から75歳未満の者であって、後期高

齢者医療広域連合の障害認定を受けた者）が75歳に到達した月に療養を受けた場合（自己

負担限度額が２分の１とならない場合）であって、「療養の給付」欄の「負担金額」若し

くは「一部負担金額」の項に金額を記載する場合又は「特記事項」欄に「長」と記載する

場合には、「摘要」欄に障害と記載すること。

４ 別紙１のⅢの第３の２の(34)の「オ」中「健康保険法施行令第42条第６項第１号」を「健康保険

法施行令第42条第８項第１号」に改め、「ス」の次に次のように加える。

セ 自己負担限度額特例対象被扶養者等の場合には、「特記事項」欄に「高半」と記載する

こと。

ソ 高齢者医療確保法第50条第２号に該当する者（65歳から75歳未満の者であって、後期高

齢者医療広域連合の障害認定を受けた者）が75歳に到達した月に療養を受けた場合（自己

負担限度額が２分の１とならない場合）であって、「一部負担金額」欄に金額を記載する

場合には、「摘要」欄に障害と記載すること。



５ 別紙１のⅣの第２の２の(33)の「ア」中「健康保険法施行令第42条第６項第１号」を「健康保険

法施行令第42条第８項第１号」に改め、「エ」の次に次のように加える。

オ 自己負担限度額特例対象被扶養者等の場合には、「特記事項」欄に「高半」と記載する

こと。

カ 高齢者医療確保法第50条第２号に該当する者（65歳から75歳未満の者であって、後期高

齢者医療広域連合の障害認定を受けた者）が75歳に到達した月に療養を受けた場合（自己

負担限度額が２分の１とならない場合）であって、「一部負担金額」欄に金額を記載する

場合又は「特記事項」欄に「長」と記載する場合には、「摘要」欄に障害と記載すること。



別 紙 ２

「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」（平成18年３月30日保医発第0330008号）の

一部改正について

１ 別紙のⅡの第２の12の表の「02」中「健康保険法施行令第42条第６項第１号」を「健康保険法施

行令第42条第８項第１号」に、同表「16」中「健康保険法施行令第42条第６項第２号」を「健康保

険法施行令第42条第８項第２号」に改め、同表「20」の次に次のように加える。

略 号 内 容コ ー ド

２１ 高半 月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより

被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は月の初日以外の日

に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険組合の

組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者（いずれも

市町村国保に加入することになる。）であって、当該後期高齢者医療の被保険者が

75歳に到達した月に訪問看護を受けた者の場合

２ 別紙のⅡの第２の32の次に次のように加える。

33 後期高齢者医療におけるその他

高齢者医療確保法第50条第２号に該当する者（65歳から75歳未満の者であって、後期高齢者医

療広域連合の障害認定を受けた者）が75歳に到達した月に療養を受けた場合（自己負担限度額が

２分の１とならない場合）であって、高額療養費に係る現物給付を行った場合には、「特記事

項」欄に障害と記載すること。



（参考）

「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年８月７日保険発第82号)の一部改正について

改 正 後 改 正 前

別紙１ 別紙１
Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領 Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第３ 診療報酬明細書の記載要領（様式第２） 第３ 診療報酬明細書の記載要領（様式第２）
２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項 ２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項

(13)「特記事項」欄について (13)「特記事項」欄について
記載する略号をまとめると、以下のとおりであること。 記載する略号をまとめると、以下のとおりであること。

なお、電子計算機の場合はコードと略号を記載すること。 なお、電子計算機の場合はコードと略号を記載すること。
ｺｰﾄﾞ 略号 内 容 ｺｰﾄﾞ 略号 内 容
０１ 公 （略） ０１ 公 （略）
０２ 長 以下のいずれかに該当する場合 ０２ 長 以下のいずれかに該当する場合

① 高額長 期疾 病 に係る 特定 疾 病療養 受療証 を ① 高 額長 期疾病 に 係る 特定 疾病療養受療証 を
提 出 した 患 者の 負担額 が 、健 康保険 法 施行 令 提 出し た 患者 の 負 担額 が、 健 康保険 法施 行 令
第42条第 ８項 第 １号に 規定 す る金額 を超え た 第 42条第 ６項第 １ 号に 規定 する金額を超え た
場 合 （た だ し、 患者が 特 定疾 病療養 受 療証 の 場 合（ た だし 、 患 者が 特定 疾 病療養 受療 証 の
提 出 を行 っ た際 に、既 に 同号 に規定 す る金 額 提 出を 行 った 際 に 、既 に同 号 に規定 する 金 額
を 超 えて 受 領し ている 場 合で あって 、 現物 給 を 超え て 受領 し て いる 場合 で あって 、現 物 給
付化することが困難な場合を除く ） 付化することが困難な場合を除く ）。 。

②（略） ②（略）
０３ ０３

（略） （略）

～ ～

１４ １４
１５ 経過 以下のいずれかに該当する場合 １５ 経過 以下のいずれかに該当する場合

①（略） ①（略）
② 高齢者 医療 確 保法の 施行 に 伴い、 高齢者 医 ② 高 齢者 医療確 保 法の 施行 に伴い、高齢者 医

療確保法第67条第１項第２号、健康保険法第7 療確保法第67条第１項第２号、健康保険法第7
、 、4条第１項第３号及び第110条第２項第１号ニ 4条第１項第３号及び第110条第２項第１号ニ

国民 健康 保険 法第 42条 第１ 項 第４号 、国家 公 国 民健 康 保険法 第 42条 第１ 項第４号、国家 公



務員等共済組合法第55条第２項第３号及び第5 務員等共済組合法第55条第２項第３号及び第5
7条第２項第１号ニ、地方公務員等共済組合法 7条第２項第１号ニ、地方公務員等共済組合法
第57条第 ２項第 ３号及 び第59条第２ 項第１ 号 第 57条第２項第３号及 び第59条第２項第１ 号
ニ又 は船 員保 険法 第28条ノ ３ 第１項 第３号 及 ニ 又は 船 員保険 法 第28条ノ ３第１項第３号 及
び第 31条 ノ２ 第 ２項第 １号 ニ に基づ く一部 負 び 第31条 ノ２第 ２ 項第 １号 ニに基づく一部 負
担金 を負 担す るこ とと なる 70歳以上 の高齢 者 担 金を 負 担する こ とと なる70歳以上の高齢 者
（ 以 下 「 現 役 並 み 所 得 者 」 と い う ） で あ っ （ 以 下 「 現 役 並 み 所 得 者 」 と い う ） で あ っ。 。
て、平成20年８ 月から平成20年12月（高齢者 て 、平成 20年８月から 平成22年７月（高齢 者
医 療 確保 法 又は 国民健 康 保険 法以外 に おけ る 医 療確 保 法又 は 国 民健 康保 険 法以外 にお け る

、 、一部負担金の割合が３割となる者については 一部負担金の割合が３割となる者については
平成20年 ９月か ら平成20年12月）までの間、 平 成20年９月から平成 22年８月）までの間 、
入 院 又は 入 院外 （在宅 時 医学 総合管 理 料又 は 入 院又 は 入院 外 （ 在宅 時医 学 総合管 理料 又 は
在 宅 末期 医 療総 合診療 料 を算 定して い る場 合 在 宅末 期 医療 総 合 診療 料を 算 定して いる 場 合
に 限 る ） に 係 る 一 部 負 担 金 が 、 一 般 の 世 帯 に 限 る ） に 係 る 一 部 負 担 金 が 、 一 般 の 世 帯。 。
（ 現 役並 み 所得 者及び 市 町村 民税非 課 税の 世 （ 現役 並 み所 得 者 及び 市町 村 民税非 課税 の 世
帯 以 外 の 世 帯 の こ と を い う ） と 同 額 の 自 己 帯 以 外 の 世 帯 の こ と を い う ） と 同 額 の 自 己。 。
負担限度額を超えた場合 負担限度額を超えた場合

１６ 長２ 高 額長期 疾病 に 係る特 定疾 病 療養受 療証を 提 １６ 長２ 高 額 長期 疾病に 係 る特 定疾 病療養受療証を 提
出し た患者の負担額が、健康保険法施行令第42 出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42
条第８項第２号に規定する金額を超えた場合 た 条第６項第２号に規定する金額を超えた場合 た（ （
だ し 、患者 が特 定 疾病療 養受 療 証の提 出を行 っ だし 、 患者 が特定 疾 病療 養受 療証の提出を行 っ
た 際 に、既 に同 号 に規定 する 金 額を超 えて受 領 た際 に 、既 に同号 に 規定 する 金額を超えて受 領
し て いる場 合で あ って、 現物 給 付化す ること が して い る場 合であ っ て、 現物 給付化すること が
困難な場合を除く ） 困難な場合を除く ）。 。

１７ １７
（略） （略）

～ ～

２０ ２０
２１ 高半 月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者

医 療 の被保 険者 と なった こと に より被 用者保 険
の 被 保険者 でな く なった 者の 被 扶養者 であっ た
者 又 は月の 初日以 外の日 に75歳 に到達 し後期 高
齢 者 医療の 被保 険 者とな った こ とによ り国民 健
康 保 険組合 の組 合 員でな くな っ た者の 世帯に 属
す る 組合員 以外 の 被保険 者で あ った者 （いず れ
も 市 町 村 国 保 に 加 入 す る こ と に な る ） で あ っ。
て 、 当該後 期高齢 者医療 の被保険者が75歳に 到



達 し た月に 療養 を 受けた 者（ 以 下「自 己負担 限
度額特例対象被扶養者等」という ）の場合。

(38) その他 (38) その他
ア～イ（略） ア～イ（略）
ウ 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者 ウ 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者

の負担額が、健康保険法施行令第42条第８項第１号又は同 の負担額が、健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同
項 第 ２ 号 に 規 定 す る 金 額 を 超 え た 場 合 に あ っ て は 「 特 記 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 金 額 を 超 え た 場 合 に あ っ て は 「 特 記、 、

」 、 「 」 「 」 。 」 、 「 」 「 」 。事項 欄に それぞれ 長 又は 長２ と記載すること 事項 欄に それぞれ 長 又は 長２ と記載すること
、 、 、 、ただし 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に ただし 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に

既に健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号 既に健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号
に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物 に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物
給付化することが困難な場合を除くこと。 給付化することが困難な場合を除くこと。

エ～ソ（略） エ～ソ（略）
タ 自 己 負 担 限 度 額 特 例 対 象 被 扶 養 者 等 の 場 合 に は 「 特 記、

事項」欄に「高半」と記載すること。

(39) 後期高齢者医療におけるその他 (39) 後期高齢者医療におけるその他
ア～エ（略） ア～エ（略）
オ 高齢者医療確保法第50条第２号に該当する者（65歳から7

5歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定
を受けた者）が75歳に到達した月に療養を受けた場合（自
己 負 担 限 度 額 が ２ 分 の １ と な ら な い 場 合 ） で あ っ て 「 療、
養の給付」欄の「負担金額」若しくは「一部負担金額」の
項に金額を記載する場合又は「特記事項」欄に「長」と記
載する場合には 「摘要」欄に障害と記載すること。、

カ（略） オ（略）

Ⅲ 歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載 Ⅲ 歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載
要領 要領
第３ 診療報酬明細書の記載要領（様式第３） 第３ 診療報酬明細書の記載要領（様式第３）

２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項 ２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項
(34) その他 (34) その他



ア～エ（略） ア～エ（略）
オ 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者 オ 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者

の負担額が、健康保険法施行令第42条第８項第１号又は同 の負担額が、健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同
項 第 ２ 号 に 規 定 す る 金 額 を 超 え た 場 合 に あ っ て は 「 特 記 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 金 額 を 超 え た 場 合 に あ っ て は 「 特 記、 、

」 、 「 」 「 」 。 」 、 「 」 「 」 。事項 欄に それぞれ 長 又は 長２ と記載すること 事項 欄に それぞれ 長 又は 長２ と記載すること
ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、 ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、
既に健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号 既に健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号
に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物 に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物
給付化することが困難な場合を除くこと。 給付化することが困難な場合を除くこと。

カ～ス（略） カ～ス（略）
セ 自 己 負 担 限 度 額 特 例 対 象 被 扶 養 者 等 の 場 合 に は 「 特 記、

事項」欄に「高半」と記載すること。
ソ 高齢者医療確保法第50条第２号に該当する者（65歳から7

5歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定
を受けた者）が75歳に到達した月に療養を受けた場合（自
己 負 担 限 度 額 が ２ 分 の １ と な ら な い 場 合 ） で あ っ て 「 一、
部 負 担 金 額 」 の 欄 に 金 額 を 記 載 す る 場 合 に は 「 摘 要 」 欄、
に障害と記載すること。

Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項 Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項
第２ 調剤報酬明細書の記載要領（様式第５） 第２ 調剤報酬明細書の記載要領（様式第５）

２ 調剤報酬明細書に関する事項 ２ 調剤報酬明細書に関する事項
(33) その他 (33) その他

ア 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者 ア 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者
の負担額が、健康保険法施行令第42条第８項第１号又は同 の負担額が、健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同
項 第 ２ 号 に 規 定 す る 金 額 を 超 え た 場 合 に あ っ て は 「 特 記 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 金 額 を 超 え た 場 合 に あ っ て は 「 特 記、 、

」 、 「 」 「 」 。 」 、 「 」 「 」 。事項 欄に それぞれ 長 又は 長２ と記載すること 事項 欄に それぞれ 長 又は 長２ と記載すること
、 、 、 、ただし 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に ただし 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に

既に健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号 既に健康保険法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号
に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物 に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物
給付化することが困難な場合を除くこと。 給付化することが困難な場合を除くこと。

イ～エ（略） イ～エ（略）
オ 自 己 負 担 限 度 額 特 例 対 象 被 扶 養 者 等 の 場 合 に は 「 特 記、

事項」欄に「高半」と記載すること。
カ 高齢者医療確保法第50条第２号に該当する者（65歳から7



5歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定
を受けた者）が75歳に到達した月に療養を受けた場合（自
己 負 担 限 度 額 が ２ 分 の １ と な ら な い 場 合 ） で あ っ て 「 一、
部負担金額」欄に金額を記載する場合又は「特記事項」欄
に 「 長 」 と 記 載 す る 場 合 に は 「 摘 要 」 欄 に 障 害 と 記 載 す、
ること。



「訪問看護療養費請求書等の記載要領について （平成18年３月30日保医発第0330008号）の一部改正について」

改 正 後 改 正 前

Ⅱ 請求書等の記載要領 Ⅱ 請求書等の記載要領
第２ 明細書に関する事項（様式第四） 第２ 明細書に関する事項（様式第四）
12 「特記」欄について 12 「特記」欄について

次の表の内容に該当する特記事項を記載する場合は、略 次の表の内容に該当する特記事項を記載する場合は、略
称を記載すること。 称を記載すること。

、 。 、 。なお 電子計算機の場合はコードと略称を記載すること なお 電子計算機の場合はコードと略称を記載すること

ｺｰﾄﾞ 略号 内 容 ｺｰﾄﾞ 略号 内 容
０１ 公 （略） ０１ 公 （略）
０２ 長 以下のいずれかに該当する場合 ０２ 長 以下のいずれかに該当する場合

① 高額長 期疾 病 に係る 特定 疾 病療養 受療証 を ① 高 額長 期疾病 に 係る 特定 疾病療養受療証 を
提 出 した 患 者の 負担額 が 、健 康保険 法 施行 令 提 出し た 患者 の 負 担額 が、 健 康保険 法施 行 令
第42条第 ８項 第 １号に 規定 す る金額 を超え た 第 42条第 ６項第 １ 号に 規定 する金額を超え た
場 合 （た だ し、 患者が 特 定疾 病療養 受 療証 の 場 合（ た だし 、 患 者が 特定 疾 病療養 受療 証 の
提 出 を行 っ た際 に、既 に 同号 に規定 す る金 額 提 出を 行 った 際 に 、既 に同 号 に規定 する 金 額
を 超 えて 受 領し ている 場 合で あって 、 現物 給 を 超え て 受領 し て いる 場合 で あって 、現 物 給
付化することが困難な場合を除く ） 付化することが困難な場合を除く ）。 。

②（略） ②（略）
０４ 後保 （略） ０３ 後保 （略）
１０ 第三 （略） １０ 第三 （略）
１６ 長２ 高 額長期 疾病 に 係る特 定疾 病 療養受 療証を 提 １６ 長２ 高 額 長期 疾病に 係 る特 定疾 病療養受療証を 提

出し た患者の負担額が、健康保険法施行令第42 出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42
条第８項第２号に規定する金額を超えた場合 た 条第６項第２号に規定する金額を超えた場合 た（ （
だ し 、患者 が特 定 疾病療 養受 療 証の提 出を行 っ だし 、 患者 が特定 疾 病療 養受 療証の提出を行 っ
た 際 に、既 に同 号 に規定 する 金 額を超 えて受 領 た際 に 、既 に同号 に 規定 する 金額を超えて受 領
し て いる場 合で あ って、 現物 給 付化す ること が して い る場 合であ っ て、 現物 給付化すること が
困難な場合を除く ） 困難な場合を除く ）。 。

２０ 二割 （略） ２０ 二割 （略）
２１ 高半 月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者



医 療 の被保 険者 と なった こと に より被 用者保 険
の 被 保険者 でな く なった 者の 被 扶養者 であっ た
者 又 は月の 初日以 外の日 に75歳 に到達 し後期 高
齢 者 医療の 被保 険 者とな った こ とによ り国民 健
康 保 険組合 の組 合 員でな くな っ た者の 世帯に 属
す る 組合員 以外 の 被保険 者で あ った者 （いず れ
も 市 町 村 国 保 に 加 入 す る こ と に な る ） で あ っ。
て 、 当該後 期高齢 者医療 の被保険者が75歳に 到
達した月に訪問看護を受けた者の場合

33 後期高齢者医療におけるその他
高齢者医療確保法第50条第２号に該当する者（65歳から75
歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定
を受けた者）が75歳に到達した月に療養を受けた場合（自
己負担限度額が２分の１とならない場合）であって、高額
療 養 費 に 係 る 現 物 給 付 を 行 っ た 場 合 に は 「 特 記 事 項 」 欄、
に障害と記載すること。




